
愛日事務研学校給食会計等調査

市町村名 事務職員 給食主任
食数報告

担当教員

栄養教

諭・

学校栄養

職員

校務主任 用務員
教員業務

支援員
その他

豊明市 〇 〇 〇 〇

東郷町 〇 〇 〇 教頭、学級担任

⾧久手市 〇 〇

日進市 〇 〇 〇

瀬戸市 〇 〇

尾張旭市 〇 〇

春日井市 〇 〇 〇 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇

市町村名
紙媒体を

提出

メール

送信
FAX送信

校務支援

システム

（給食実

施簿）に

入力

校務支援

システム

（給食実

施簿以外

）に入力

市町独自

のシステ

ムに入力

共有フォ

ルダにデ

ータを保

存

その他

豊明市
紙媒体を提出

又はFAX送信

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市

校務支援システムの

個人連絡で給食セン

ター担当者へエクセ

ルを提出する。提出

後の変更は所定の用

紙をFAX送信すると

ともにエクセルも提

出する。

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町

給食センターからメ

ールで送付される月

別注文表を各学校が

確認する。

小牧市 〇

2 喫食前の食数報告担当者について選択してください。（複数選択可） 

3 喫食前の食数報告方法について選択してください。



市町村名

豊明市 

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市

市町村名

「主食」

も「牛乳

」も「お

かず」も

教育委員

会（給食

センター

）が発注

「主食」

のみ学校

が発注

「牛乳」

のみ学校

が発注

「主食」

と「牛乳

」を学校

が発注

豊明市 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町 〇

小牧市 〇

学校から給食センター、ごはんや、メグミルクへそれぞれ発注。

センター校はセンターが発注。単独校は学校が発注。

給食の供給を受ける月の前月15日までに、給食実施予定日と給食実施予定数を給食センターに届け

出る。

給食の供給を受ける月の前月15日頃に給食センターから送付される月別注文表を各学校が前月20日

頃までに確認することで、給食実施予定日と給食実施予定数が確定する。
給食実施予定日と給食実施予定数は前月5日までに、発注は翌週分を金曜日の11:30までに給食セン

ターに報告する。

5 食材料の発注について選択してください。なお、米飯・パン・めんを「主食」、「主食」及び「牛乳」以外の食材

を「おかず」とします。

その他

前月10日までに給食予定人員報告書を給食センターとパン屋と牛乳屋に送付する

給食の提供を受ける月の前々月5日までに、給食を要しない学校行事を給食センターに報告する。

給食の供給を受ける月の前月1日までに、給食実施予定日と給食実施予定数を給食センターに届け出

る。

基本の食数は４月に報告済みのため、行事などによって学校・学年・学級単位で給食を食べない日

を、給食の供給を受ける月の前々月下旬の指定日までに、給食センターへ毎月１か月分届け出てい

る。ただし、市の要綱では行事で給食数に変更が生じる場合は、変更が生じる日の３週間前までに

届ける旨記載されている。

給食の供給を受ける月の前月15日までに校務支援システムに入力、FAXでクラス単位以上の欠食を

報告

毎月２０日（２０日が休日の場合はその前）までに、次の月の食数をエクセルにまとめて給食セン

ターに提出。

4 喫食前の食数報告期日について記入してください。

給食の供給を受ける月の前月15日ごろまでに、給食実施予定日を給食センターに届け出る。

給食の供給を受ける週の前週水曜日正午までに、給食実施予定数を給食センターに届け出る。

学期毎の開始基本食数報告書：毎学期前の指定日まで



６ 各市町は学校給食の欠食に対応していますか

対応している 100%

市町村名 事務職員 給食主任
食数報告

担当教員

栄養教

諭・

学校栄養

職員

校務主任 用務員

教員業務

支援員

（職務内

容として

「各種

データの

入力」が

文科省よ

り通知さ

れていま

す）

その他

豊明市 〇 〇 〇 〇

東郷町 〇 〇 〇 教頭、学級担任

⾧久手市 〇 〇

日進市 〇 〇 〇

瀬戸市 〇 〇

尾張旭市 〇 〇 〇

春日井市 〇 〇 〇 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇

7 欠食報告の担当者について選択してください。（複数選択可）

100%

6 各市町は学校給食の欠食に対応していますか。

対応している



８ 欠食報告の方法

喫食前の食数報告方法と同様の方法で報告 73%

喫食前の食数報告方法と異なる方法で報告27%

喫食前の食数報告方法と同様の方法で報告…豊明市、東郷町、⾧久手市、日進市、春日井市、

清須市、北名古屋市、小牧市

喫食前の食数報告方法と異なる方法で報告…瀬戸市、尾張旭市、豊山町

市町村名
紙媒体を

提出

メール

送信
FAX送信

校務支援

システム

（給食実

施簿）に

入力

校務支援

システム

（給食実

施簿以外

）に入力

市町独自

のシステ

ムに入力

共有フォ

ルダにデ

ータを保

存

その他

瀬戸市

所定用紙をFAX送信

するとともに１か月

分のエクセルデータ

を提出

尾張旭市 〇

豊山町 〇

市町村名

豊明市 

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市
食数の変更（欠食・復活）は翌週の月・火曜日分は金曜日の11時頃まで、水～金曜日分は前々日の

10時頃までに事務職員または用務員に報告する。

５営業日前まで。

市の取扱要綱では３日前（休日を除く）の午後３時までとなっている。

４日

基本的には３日前。連続して５日以上の欠食に対応。

①原則連続７日以上の欠席により給食を受けない届け出が校⾧にあったとき→１０時半までの届け

出で２日後から減額、１０時半を過ぎると３日後から減額。

「保護者が学校へ何日前までに申し出ればよい」というのは特に定めていない。ただし当然である

が、学校から給食センターへの期限はあるのでそれより前の申し出が必要。

10 欠食が可能になるためには、保護者が学校へ何日前までに申し出ればよいですか。また、その他にも条件等があ

りましたら記入してください。

学校独自で定められた内容による。

欠食したい日の2週間前から前週の水曜日まで学校により幅がある。

学校対応

10日前

前々週の金曜日まで

9 欠食報告の方法を選択してください。

8 欠食報告の方法について選択してください。

喫食前の食数報告方法と同様の方法で報告

喫食前の食数報告方法と異なる方法で報告



市町村名

豊明市 

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市

１２ 「ラーケーションの日」届け出に伴う欠食の取扱い

市町で定められた内容で欠食 91%

欠食しない 9%

 

市町で定められた内容で欠食…豊明市、⾧久手市、日進市、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、

清須市、北名古屋市、豊山町、小牧市

欠食しない…東郷町

月曜日または火曜日から欠食→前週金曜日の午前中 水曜日から欠食→月曜日の午前中

食数の変更（欠食・復活）は翌週の月・火曜日分は金曜日の11:30まで、水～金曜日分は前々日の

10:30までに給食センターに報告する。

前週の水曜日まで

４営業日前まで。

市の取扱要綱では２日前（休日を除く）の午前１０時３０分までとなっている。ただし、実際の取

扱いでは、月曜日の欠食のみ前週金曜日の午前１０時３０分まで可能。

３日

基本的には３日前。連続して５日以上の欠食に対応。

①原則連続７日以上の欠席により給食を受けない届け出が校⾧にあったとき→１０時半までの届け

出で２日後から減額、１０時半を過ぎると３日後から減額。

11 欠食が可能になるためには、学校が教育委員会（給食センター）へ何日前までに報告すればよいですか。また、

その他にも条件等がありましたら記入してください。

喫食前の食数報告方法と同じ方法で報告。

食数報告の締切後は、学級閉鎖や台風等による休校など公的理由以外では欠食できない。

変更する日の２日前１１：００まで

２日前の10時30分まで

12 「ラーケーションの日」届け出に伴う欠食の

取扱いについて選択してください。

市町で定められた内容で欠食 欠食しない



市町村名

豊明市 

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市

市町村名

豊明市 

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

（回答なし）

ラーケーションを取得する日の前月１０日までに、申請すれば、給食費は減額。

実施の前月までに届け出れば、欠食扱いにする。

ラーケーションを取る日の７日前までに届け出をすれば、給食をカットすることが可能

14 「ラーケーションの日」届け出に伴う欠食の取扱いについて、学校独自で定められた内容の詳細を可能な範囲内

で複数記入してください。

（回答なし）

前月20日までにオンラインで学校に連絡

定められた期限までに保護者は専用フォームで申し出る。間に合わなければ費用は発生する。

前月１５日までに保護者が申し出れば欠食対応する。新小１の４月分は４月１１日までに保護者が

申し出れば４月分すべて欠食対応する。新中１の４月分は４月８日までに保護者が申し出れば４月

１５日以降について欠食対応する。

届出の期限はなく、保護者が学校へラーケーションと届け出れば欠食になる。学校の食数報告担当

者はラーケーション取得予定がわかった時点でできるだけ早く給食センターへ報告している。

通常の欠食と同じ４日前までに届出、学校は3日前までに校務支援システムで報告。

ラーケーションは前月の１５日までに申し出があれば欠食。学期ごとに返金。

13 「ラーケーションの日」届け出に伴う欠食の取扱いについて、市町で定められた内容の詳細を記入してくださ

い。

取得する日の属する月の2カ月前の末日までに、メッセージアプリにて連絡。取得する日の属する月

の2カ月前の末日以降の取り消しはできない。締め切り日以降にラーケーションの日の取得を取りや

めた（取り消した）場合は、弁当持参となる。
欠食しない



市町村名

「牛乳」

のみの欠

食に対応

「牛乳」

及び「主

食」の欠

食に対応

「牛乳」

も「主食

」も「お

かず」も

欠食に対

応

食物アレ

ルギー等

の対応に

よる欠食

に非対応

豊明市 〇

東郷町

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市

尾張旭市 〇

春日井市

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町

小牧市 〇

市町村名
小学校の

児童

小学校の

教職員

中学校の

生徒

中学校の

教職員

（単位：

円）

豊明市 210 310 240 350

東郷町 230 250 260 280

⾧久手市 220 220 260 260

日進市 240 240 270 270

瀬戸市 260 260 300 300

尾張旭市 250 250 280 280

春日井市 245 295 285 340

清須市 270 270 315 315

北名古屋市 270 270 310 310

豊山町 286 286 328 328

小牧市 290 290 330 330

「牛乳」及び「おかず」の欠食に対応

食物アレルギー等の対応による給食全てを欠食（弁

当持参）には対応。食物アレルギー等の対応による牛

乳欠食はないが、代替で豆乳を提供。

16~19 給食費の一食単価を、数字のみ入力してください。

牛乳を豆乳に変更。乳を使用していないデザートに

変更。

代替食への変更

15 食物アレルギー等の対応による欠食の取扱いについて選択してください。なお、米飯・パン・めんを「主

食」、「主食」及び「牛乳」以外の食材を「おかず」とします。

その他



２０ 定額制の導入の有無

導入している 18%

導入していない 82%

導入している…東郷町、清須市

導入していない…豊明市、⾧久手市、日進市、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、

   豊山町、小牧市

市町村名

東郷町

清須市

市町教育委員会 27%

学校 73%

市町教育委員会（給食センター）…尾張旭市、春日井市、豊山町

学校…豊明市、東郷町、⾧久手市、日進市、瀬戸市、清須市、北名古屋市、小牧市

市町村名 口座振替 現金徴収

保護者が

納付書で

支払い

保護者が

スマート

フォンア

プリで支

払い

その他
手数料

負担

尾張旭市 〇 ○ 市町

春日井市 〇 市町

豊山町 〇 〇 市町

21 定額制を導入している市町は、児童生徒、教職員それぞれの給食費の月額を記入してください。

小学校の児童3,400円、小学校の教職員4,200円

中学校の生徒3,600円、中学校の教職員4,500円

小学校児童・教職員4500円 中学校生徒・教職員5200円

23・24 児童・生徒の給食費徴収を「市町教育委員会（給食センター）」が担当している市町は、徴収方法を選択し

てください。（複数選択可）また、手数料負担（通信料除く）を選択してください。

導入している

導入していない

20 定額制の導入の有無

22 児童・生徒の給食費徴収はどこが担当していま

すか？

市町教育委員会 学校



市町村名 現金徴収 手数料負担

豊明市 〇 市町

東郷町 市町

⾧久手市 市町

日進市 市町

瀬戸市 保護者

清須市 市町

北名古屋市 市町

小牧市 市町

市町村名 その他

豊明市

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

清須市

北名古屋市

小牧市

統一されている 82%

統一されていない 18%

統一されている…東郷町、⾧久手市、日進市、尾張旭市、春日井市、清須市、北名古屋市、

   豊山町、小牧市

統一されていない…豊明市、瀬戸市

〇

〇   〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

○ 〇

27 児童・生徒の給食費徴収を「学校」が担当している市町は、支払い方法を選択してください。（複数選択可）

納付書で支払い

学校口座から教育

委員会（給食セン

ター）口座に振り

込み

教育委員会（給食

センター）口座に

振替のため、支払

いを実施せず

〇

○

〇

〇

〇

〇

口座振替（学校口座

に振替）

学校が徴収金システムに入力するが、教育

委員会（給食センター）口座に振替
〇

25・26 児童・生徒の給食費徴収を「学校」が担当している市町は、徴収方法を選択してください。（複数選択可）

または、徴収方法の手数料負担を選択してください。

28 毎月の給食費の徴収内容（当該月分を当

月徴収、当該月分を翌月徴収、一律定額徴収

等）は市町内で統一されていますか？

統一されている 統一されていない



市町村名

東郷町

⾧久手市

日進市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市

導入されている 45%

導入されていない 55%

導入されている…瀬戸市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、豊山町

導入されていない…豊明市、東郷町、⾧久手市、日進市、清須市、小牧市

３月（中３は２月）以外は、一

律に定額徴収。３月（中３は２

月）は各学校・各学年の年間給

食回数に応じた金額を徴収。

〇

〇

１学期は実食分を翌月に徴収

（初回の口座振替が５月のた

め）、９月以降は実食分を当月

徴収。

〇

〇

〇

〇

29 毎月の給食費の徴収内容が統一されている市町は徴収内容を選択してください。

一律に実食分を当

月徴収

一律に実食分を翌

月徴収
一律に定額徴収 その他

〇

30 準要保護世帯からは給食費を徴収しないで、直接市町が

就学援助費から給食費を負担する、いわゆる準要保護世帯へ

の学校給食の現物支給が導入されていますか？

導入されている 導入されていない



市町村名 その他

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

北名古屋市

豊山町

市町教育委員会（給食センター）27%

学校 73%

市町教育委員会（給食センター）…尾張旭市、春日井市、豊山町

学校…豊明市、東郷町、⾧久手市、日進市、瀬戸市、清須市、北名古屋市、小牧市

市町村名 口座振替 現金徴収 手数料負担

尾張旭市 市町

春日井市 市町

豊山町 市町〇

33・34 児童・生徒の未納分の給食費の徴収を「市町教育委員会（給食センター）」が担当している市町は、徴収方

法を選択してください。（複数選択可）また、徴収方法の手数料負担（通信料除く）を選択してください。

保護者が納付書で支

払い

保護者がスマーフォ

ンアプリで支払い

〇

〇

〇

〇

〇

〇

31 準要保護世帯への学校給食の現物支給が導入されている市町は、準要保護世帯の毎月の給食費の報告について選

択してください。

給食費明細書に準要

保護児童生徒の食数

を記載して報告

市町教育委員会（給

食センター）が校務

支援システム（給食

実施簿）で食数を確

認するため、学校か

らは報告していない

市町教育委員会（給

食センター）が給食

費を徴収・支払いし

ているため、学校か

らは報告していない

〇

27%

73%

32 児童・生徒の未納分の給食費の徴収はどこが担当していますか？

※学校と市町教育委員会（給食センター）が業務を分担している場合

は「学校」を選択してください。

市町教育委員会（給食センター） 学校



市町村名口座振替（学校口座に振替） 現金徴収 その他 手数料負担

豊明市 〇 〇 保護者

東郷町 〇

保護者が

学校指定

口座に振

り込む

保護者

⾧久手市 〇

保護者が

学校口座

へ振り込

む

保護者

日進市

保護者が

学校口座

へ振り込

む

保護者

瀬戸市 〇

保護者が

学校口座

へ振り込

む

保護者

清須市 〇 〇 保護者、市町

北名古屋市 〇

小牧市 〇 〇

児童手当

からの徴

収、生活

保護代理

納付

保護者

市町村名 その他

豊明市

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

清須市

北名古屋市

小牧市 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

37 児童・生徒の未納分の給食費の徴収を「学校」が担当している市町は、支払い方法を選択してください。（複数

選択可）

納付書で支払い

学校口座から教育委

員会（給食セン

ター）口座に振り込

み

教育委員会（給食セ

ンター）口座に振替

のため、支払いを実

施せず

〇

35・36 児童・生徒の未納分の給食費の徴収を「学校」が担当している市町は、徴収方法を選択してください。（複

数選択可）また、徴収方法の手数料負担を選択してください。

学校が徴収金システムに入力す

るが、教育委員会（給食セン

ター）口座に振替



市町村名

生活保護

による教

育扶助

就学援助

費

特別支援

教育就学

奨励費

児童手当

・特例給

付

その他

豊明市 なし

東郷町 〇 〇

⾧久手市 〇 〇

日進市 〇

瀬戸市 なし

清須市 〇 〇

北名古屋市 〇

小牧市 〇 〇 〇 〇

市町村名

豊明市

東郷町

⾧久手市

日進市

瀬戸市

清須市

北名古屋市

小牧市

市町村名

学校⾧名

で発出し

た紙媒体

の通知書

を未納世

帯に配付

学校が未

納世帯に

メール等

の電子媒

体で通知

豊明市  〇 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市 〇

豊山町

小牧市 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

40 児童・生徒の未納分の給食費の通知方法を選択してください。（複数選択可）

教育⾧名（給食セン

ター⾧名）で発出し

た紙媒体の通知書を

学校を経由して未納

世帯に配付

教育⾧名（給食セン

ター⾧名）で発出し

た紙媒体の通知書を

学校を経由しないで

未納世帯に配付

市町教育委員会（給食セン

ター）が未納世帯にメール等の

電子媒体で通知

〇

〇

〇

〇

〇

〇

38 児童・生徒の未納分の給食費の徴収を「学校」が担当している市町は、児童・生徒の給食費未納分に学校裁量で

充当可能な手当金等を全て選択してください。

39 児童・生徒の未納分の給食費の徴収を「学校」が担当している市町は、給食費の未納世帯への法的措置（民事訴

訟法による「支払督促」及び「少額訴訟」等）の導入の有無について選択してください。

法的措置を導入して

いる

法的措置を導入して

いない



市町村名 現金徴収 その他

豊明市

東郷町 〇

⾧久手市

日進市

瀬戸市

尾張旭市

春日井市

清須市

北名古屋市

豊山町

小牧市 〇

市町村名 現金徴収 その他

豊明市 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町

小牧市 〇

〇

〇

〇

〇

〇

42 厚生諸費対象教職員以外の給食費の徴収方法を選択してください。（複数選択可）

徴収金システムによ

る口座振替

本人が学校口座に振

り込み

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

41 厚生諸費対象教職員の給食費の徴収方法を選択してください。（複数選択可）

厚生諸費による口座

振替

徴収金システムによ

る口座振替



市町村名

学校が納

付書で一

括支払い

本人が教

育委員会

（給食セ

ンター）

口座に振

り込み

本人が個

別の納付

書で支払

い

本人がス

マートフ

ォンアプ

リで支払

い

豊明市 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市 〇

春日井市

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町

小牧市 〇

市町村名

出席停止

の全日数

分が減額

される

出席停止

の翌日か

ら全日数

分が減額

される

豊明市

東郷町

⾧久手市 〇

日進市

瀬戸市

尾張旭市 〇

春日井市

清須市

北名古屋市 〇

豊山町

小牧市

学校閉鎖は全日数分が減額される。出席停止は２日目から減額される。

基本的には減額されない。

学級閉鎖は全日数分が減額される。ただし、個別の出席停止は他の欠食と同

様の扱いのため減額されるケースはほとんどない。

学級閉鎖は２日目から減額される。出席停止は欠食分が減額される。

学級閉鎖は喫食しなかった全日数分減額される。個別の出席停止は、通常の

喫食前の食数報告に間に合えば減額される。

定額制のため減額されない。

学級閉鎖は全日数分が減額される。出席停止は減額されない。

学級閉鎖は全日数分が減額される。個人的な出席停止は５営業日後から減額

される。

徴収金システムによる口座振替

で給食センターが徴収

44 学級閉鎖を含む出席停止に伴う給食費の減額について選択してください。

その他

学校が納付書で一括支払いか学

校口座引き落としか選択

43 教職員の給食費の支払い方法を選択してください。（複数選択可）

学校口座から教育委

員会（給食セン

ター）口座に一括で

振り込み

その他



市町村名

学校が現

金により

返金

学校が翌

月以降に

減額調整

学校が徴

収金シス

テムの返

金機能を

利用して

返金

市町教育

委員会（

給食セン

ター）が

返金

市町教育

委員会（

給食セン

ター）が

翌月以降

に減額調

整

豊明市 〇 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇 〇

北名古屋市 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇

市町村名

学校が現

金により

返金

学校が翌

月以降に

減額調整

学校が徴

収金シス

テムの返

金機能を

利用して

返金

市町教育

委員会（

給食セン

ター）が

返金

市町教育

委員会（

給食セン

ター）が

翌月以降

に減額調

整

豊明市

東郷町

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市

尾張旭市

春日井市 〇

清須市

北名古屋市 〇 〇

豊山町 〇

小牧市

46 年度末などの理由で、直前の設問の回答内容による返金ができない場合の返金方法を選択してください。（複数

選択可）

その他

その他

保護者口座へ振込（瀬戸信用金庫なら所定

の書類提出により振込手数料無料）

45 給食費徴収後、返金が生じた場合の返金方法を選択してください。（複数選択可）



市町村名

東郷町

清須市

市町村名

東郷町

清須市

市町村名 事務職員 担任 給食主任

食数報告

担当の教

員

栄養教諭

、学校栄

養職員

校務主任

教員業務

支援員（

職務内容

として「

各種デー

タの入力

」が文科

省より通

知されて

います。

）

その他

豊明市 〇 〇 教務主任

東郷町 〇

⾧久手市 〇 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇 〇

尾張旭市 〇

春日井市 〇 〇 〇 〇

清須市 〇 〇

北名古屋市 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇 〇
食数報告担当の用務

員

連続して５日以上の欠食について定額の１/4ずつ減額

49 給食実施簿の作成担当者について選択してください。（複数選択可）

〇

48 定額制を導入している市町の欠食による減額の条件等を記載してください。

給食喫食回数が月の給食実施回数の５分の４を満たし、給食喫食回数×給食費単価が定額制金額を

うわまわらない場合、定額制金額－（小学校230円もしくは中学校260円×給食喫食回数）を返金す

る。

47 定額制を導入している市町の欠食による減額について選択してください。

定額制を導入してい

ない

定額制を導入してい

るが、欠食による減

額は導入していない

定額制を導入してお

り、欠食による減額

を導入している

〇



導入されている 100%

市町村名

給食予定

人員報告

書

給食実施

報告書

給食費滞

納者報告

書

給食費未

納分納入

者報告書

給食実施

簿以外に

作成可能

な帳簿は

ない

豊明市 〇 〇 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇 〇 〇 らくらく集金用免除調整ファイル

注文票、試食会申込書

51 校務支援システムの「給食実施簿」の機能で給食実施簿以外に作成可能な帳簿等について選択してください。

（複数選択可）

その他

100%

50 校務支援システムの「給食実施簿」の機能は導入されて

いますか。

導入されている



市町村名

給食予定

人員報告

書

給食実施

報告書

給食費滞

納者報告

書

給食費未

納分納入

者報告書

給食実施

簿以外に

活用して

いる帳簿

はない

豊明市 〇

東郷町 〇

⾧久手市 〇

日進市 〇

瀬戸市 〇

尾張旭市 〇

春日井市 〇

清須市 〇

北名古屋市 〇

豊山町 〇

小牧市 〇 〇 〇 〇

利用できる 27%

利用できない 73%

利用できる…尾張旭市、春日井市、小牧市

利用できない…豊明市、東郷町、⾧久手市、日進市、瀬戸市、清須市、北名古屋市、豊山町

らくらく集金用免除調整ファイル

注文票

52 校務支援システムの「給食実施簿」の機能で実務的に活用している帳簿等について選択してください。（複数選

択可）

その他

27%

73%

53 校務支援システムの「給食実施簿」の機能は教育委員会

（給食センター）も利用できますか。

利用できる 利用できない



市町村名

要保護世

帯の児童

生徒の食

数の確認

準要保護

世帯の児

童生徒の

食数の確

認

特別支援

教育就学

奨励費受

給対象児

童生徒の

食数の確

認

教育委員

会（給食

センター

）が給食

費を徴収

するため

の食数の

確認

その他

尾張旭市 〇 〇 〇 〇

春日井市 〇 〇 〇

小牧市 〇

市町村名

東郷町

清須市

小牧市

５６ 給食費の公会計化の有無を選択してください。

有 55%

無 45%

有…⾧久手市、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、清須市、豊山町

無…豊明市、東郷町、日進市、北名古屋市、小牧市

令和４年度１１・１２・１月無償

【令和４年９月～】小学校も中学校も申請により第３子以降無償

中学校３年生は３月給食費無償

54 教育委員会（給食センター）が校務支援システムの「給食実施簿」の機能を利用できる市町は、教育委員会（給

食センター）の活用内容を選択してください。（複数選択可）

55 令和４年度から令和６年度における給食費の無償化の導入実績について、詳細を記入してください。なお、導入

実績がない場合は記入不要です。

56 給食費の公会計化の有無を選択してください。

有 無


